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2020年 3月 31日 

No.19024 

お客さま各位 

 

国内貨物運送約款の改定について（2020年 4月 1日付） 

 

平素より JALCARGO をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

国内貨物ニュース No.19020 「ポータルサイトご利用及び運送状ペーパレス化にあたってのご案内」 内でご案内のと

おり、JAL グループでは 4月 1日より国内貨物運送状のペーパレス化(eAWB)を予定しております。 

伴い、国内貨物運送約款の改定につきまして、国土交通省より以下内容にて認可を受領いたしましたので変更点を

含めご案内をいたします。ご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 適用開始日時 ： 2020年 4月 1日（水） 

 

2. JAL/JAIR/HAC 3社の約款変更点 ： 

第 1条 約款の適用 第３項の変更 

現約款 

3. 貨物運送状の発行日において有効な～（略）～。 

新約款 

3. 貨物運送状の作成日において有効な～（略）～。 

 

第 5条 会社のいずれかと荷送人との間の取扱等の効力 第 1項の変更 

現約款 

1. この運送約款に基づき、～（略）～貨物運送状の作成又は記載事項の変更、到着通知、～（略）～、会社

全てと荷送人との間で効力を生じます。 

新約款 

1. この運送約款に基づき、～（略）～貨物運送状の作成又は登録事項の変更、到着通知、～（略）～、会社

全てと荷送人との間で効力を生じます。 

 

第 8条 第 8条 貨物運送状の作成 第 1 および 2項の変更 ならびに第 3 および 4項の追加 

現約款 

1. 荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物1口毎に貨物運送状を作成し、次の項目を明記しなければなりませ

ん。 

(1)～（10）略 

2. 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代って行うことがあります。但し、その責任は、荷送人にありま

す。 
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新約款 

1. 荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物 1 口毎に、電子媒体に次の項目（以下「貨物運送データ」とい

う。）を登録することにより、貨物運送状を作成しなければなりません。 

(1)～（10）略 

2. 貨物運送データの登録は、荷送人の依頼により会社が代って行うことがあります。但し、その責任は、荷送人にあり

ます。また、当該登録を会社が代わって行う場合の料金については、別に会社の定めるところによります。 

3. 荷送人が登録した貨物運送データは、貨物運送状として会社のシステム内で保持するものとします。 

4. 会社のシステム障害等不可抗力その他のやむを得ない事由により、貨物運送データの登録ができない場合は、会

社が別に定める帳票を使用し、貨物運送状を作成しなければなりません。 

 

第 9条 内容に対する責任 の変更 

現約款 

貨物運送状に記載された貨物の個数、荷姿、～（略）～。 

新約款 

貨物運送データに登録された貨物の個数、荷姿、～（略）～。 

 

第 22条 貨物の点検 の変更 

現約款 

会社が、貨物運送状の記載事項について疑があると認めた場合は、～（略）～。 

新約款 

会社が、貨物運送データに登録された事項について疑があると認めた場合は、～（略）～。 

 

第 28条 運送不能の場合の運賃の払戻 第 1項の変更 

現約款 

1. 会社は第 26条の事由又は会社の都合により、貨物運送状記載の運送の全部又は～（略）～。 

新約款 

1. 会社は第 26条の事由又は会社の都合により、貨物運送データに登録された運送の全部又は～（略）～。 

 

第 30条 荷送人の指図 第 2項の変更 

現約款 

2. 前項第 1号、～（略）～貨物が貨物運送状記載の荷受人に引き渡される前に限り有効とします。 

新約款 

2. 前項第 1号、～（略）～貨物が貨物運送データに登録された荷受人に引き渡される前に限り有効とします。 
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第 41条 免責 第 3号の変更 

現約款 

(1) ～ (2)略 

(3)荷造の不完全、包装の破損、荷札の不備、表示事項及び貨物運送状の記載事項の不完全、その他荷送人の

過失若しくは怠慢による場合 

新約款 

(1) ～ (2)略 

(3)荷造の不完全、包装の破損、荷札の不備、表示事項及び貨物運送データの登録事項の不完全、その他荷送

人の過失若しくは怠慢による場合 

 

附則 適用開始日の変更 

現約款 

この運送約款は令和元年 10月 1日から適用します。 

新約款 

この運送約款は令和 2年 4月 1日から適用します。 

 

3. その他ご案内： 

JTA/JAC 2社および RAC社の国内貨物運送約款も同様に変更をいたします。 

JAL/JAIR/HAC 3社の国内貨物運送約款と併せて、4月 1日早朝弊社ホームページに掲載いたしますので、詳細

は右記 URL（https://www.jal.co.jp/jalcargo/dom/conditions/）よりご確認ください。 

 

 

以上 


